
別紙 

開示しない部分及びその理由 

１ 全部開示 

開示する保有個人情報 

１ ハラスメントの報告について 

２ 聴取書 

 

２ 部分開示 

（１）所属長判断結果の不服申立について 

欄名 該当部分 不開示の理由 

１ 一回目の育児休業取得時の

特定個人の言動について述べま

すについて、（２）意見 

記述の一部 

開示請求者以外の個人に関する情報

で、特定の個人を識別することができる

ため、個人情報の保護に関する法律（以

下「法」という。）78条１項２号に該当す

る。 

１ 一回目の育児休業取得時の

特定個人の言動について述べま

すについて、（２）異議 

２ 参集の指定と免除について

述べますについて、（２）意見 

 

（２）事故速報（服務違反・一般非行用）第１報、第２報、第３報 

欄名 該当部分 不開示の理由 

供覧枠内の印影 印影部分 

 開示請求者以外の個人に関する情報で、

特定の個人を識別することができるため法

78条１項２号に該当する。 

発信者 

記述の一部 

開示請求者以外の個人に関する情報で、

特定の個人を識別することができるため法

78条１項２号に該当する。 

相手側、氏名 

事故概要（事実・動機・背景・

経過等） 

その他の経過等 記述の一部 

 人事管理に関して実施機関において必要

な検討、対応、調査等を実施したことにつ

いて記載された部分であり、開示すること

により公正かつ円滑な人事の確保に支障を

及ぼすおそれがあることから、法78条１項

７号に該当する。 

 


